
船舶インシデント調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和元年６月１２日 ０８時００分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市二見
ふ た み

港南東方沖 

 二見南防波堤灯台から真方位１６３°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.６′ 東経１３４°５３.４′） 

インシデントの概要  プレジャーボート憲子
の り こ

は、航行中、船外機が停止し、始動できなく

なり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年９月１０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 憲子、５トン未満（長さ６.３４ｍ） 

 ２５２－２００５８兵庫、個人所有 

 ガソリン機関（船外機）、出力８４.６０kＷ、回転数毎分６,５００ 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 ０.５ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、航行中に船外

機をアイドリング状態にしたところ、船外機から白煙が発生して停止

し、船外機の始動ができなくなった。 

 船長は、以前から、冷却水高温度警報ランプが点灯していたので、

冷却水の排出状況に注意しており、本インシデント当日の出港時にも

排出状況が良好であることを確認していた。 

 船長は、本インシデント後、船外機を分解整備せず、廃棄した。 

分析 

 

 本船は、以前から冷却水高温度警報ランプが点灯していた状況下、

航行中に船外機をアイドリング状態にしたところ、船外機が停止して

始動できなくなり、運航不能となったものと考えられるが、船外機が

廃棄されたため、停止して始動できなくなった状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、以前から冷却水高温度警報ランプが点

灯していた状況下、航行中に船外機をアイドリング状態にしたとこ

ろ、船外機が停止して始動できなくなったことにより発生したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船外機に不具合の兆候を認めた場合、速やかに整備業者による点

  



検及び修理を行うこと。 

 


